
●高額療養費の上限額

【令和８年7月まで】 【令和８年8月から令和9年7月まで】

過去12か月以内に世帯で既に３回以上高額療養費が支給されている場合、 過去12か月以内に世帯で既に３回以上高額療養費が支給されている場合、

４回目からの額は次のとおりです。 ４回目からの額は次のとおりです。

注1　4回目以降　140,100円　注2　4回目以降　93,000円 注1　4回目以降　140,100円　注2　4回目以降　93,000円

注3　4回目以降　 44,400円　 注3　4回目以降　 44,400円　 注4　4回目以降　24,600円

今回の見直しの背景に関するご質問等は厚生労働省までお問合せください。

厚生労働省コールセンター ☎0120-617-111
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1,680,000円

167,400円（注２）
（医療費が558,000円を超える場合は

超過額の1％を加算する。）
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課税所得
380万円
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179,100円（注２）
（医療費が597,000円を超える場合は
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270,300円（注１）
（医療費が901,000円を超える場合は

超過額の1％を加算する。）
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課税所得
145万円

以上

85,800円（注３）
（医療費が286,000円を超える場合は

超過額の1％を加算する。）

252,600円（注１）
（医療費が842,000円を超える場合は

超過額の1％を加算する。）

80,100円（注３）
（医療費が267,000円を超える場合は

超過額の1％を加算する。）
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